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ƧƩƨÔ�ÄĥɒƏƍƎƖ y ƎƎ ° Ǝ ª�ƏƍƏƍ y Ǝƍ ° ƐƎ ªɓƅ

ƅ

• ō¦Ɏ·ƅ ƅ ƅ ƅ ƎƔ �ƅ

• ŏàƅ ƅ ƅ ƅ Ɩ �ƅ

• c�ÿĽƅƅ ƅ ƅ ƎƓ �ƅ

• ~ŬɎȡɁɍȭɏȩɏƅ ƅ Ɩ �ƅ

• ŷňŅ�ƅƅ ƅ ƅ ƎƎ �ƅ

• ƬƮɎȕɍȩɏȳȬȯƅ ƅ ƒ �ƅ

Ńƅƅ ƅ ƅ ƅ ƓƔ �ƅ

ƅ

ƅ

Ǘō¦Ɏ·ƅ

ƎƋ s�Ëlɗġōƅ Ǝ ėƅ ĺěņþ�wǻȀƅ ƅ ƚƅ ĺěņþ�wɒƜƮƬɓǻȀɕĺěņþ�wɒƜƮƬɓ
ȭȝȦȯǌĭěņþǾǣǣȑȏǯȄǹǿȦȩȬȸǿǳȈǾǌɕƏƍƎƖƋƓƋƒƗƎƊƒƅ ĺěņþ�wŉe

ÇÅƅ

ƏƋ s�Ëlɗ}¦ɕ�ĬŹĭýǾiǯȏĺě/æãļǿȜȕȰɈȕɍ ƏƍƎƖɕƏƍƎƖƋƔƋƑƗ�ƅ ª·A
�¨VĎƅ

ƐƋ s�Ëlɗÿ4ǾǞǳǶǹɕ¨Ĵ|ŹĭcɕƏƍƎƖƋƎƍƋƐƎɗ�Ɗ�ƅ ª·Źĭc�ƅ
ƑƋ �ĜCaɗǑėƅ �ĬŹĭýǿù�ǻÐþɖƏƋ�É��ĬŹĭýǿÐþɖƚƋZēĀÐþɖǖ
Źĭýĵ!ǾiǯȏÐþƅ �ɓČ>þÔɕ¨Ĵ|ŹĭcɕƏƍƎƖƋƎƍƋƐƎɗƏƖƎƊƏƖƔƅ ª·Źĭc�ƅ

ƒƋ s�Ëlɗǒėƅ Źĭĺ¿úǾůŢǯȏø�ɖƏƋŹĭĺ¿úɖƚƋÛŧŹĭĺ¿úɖǖņ§ǻ
ū6ņ§ƅ �ɓƝƮƬ ǿņ§ǾǢǟǹĉǶǹǢǥǳǟø�ƅ ɜƋ��<ĭĺ¿úǻţŒ�Źĭäǘ

ǲǿ�ɕ¨Ĵ|ŹĭcɕƏƍƎƖƋƎƍƋƐƎɗƐƓƕƊƐƔƍƅ ª·Źĭc�ƅ

ƓƋ s�ËlɗǓėƅ ȅȐǽŹĭø�ɖƖƋĲĖŹĭ��ú(ĩɒǀƿǀƼƹǃƵƱƼƅǅƵƹƾƅƵƾǃǁƱǀƽƵƾǃƅ
ǂǈƾƴǁƿƽƵɓɕ¨Ĵ|ŹĭcɕƏƍƎƖƋƎƍƋƐƎɗƑƕƏƊƑƕƒƅ ª·Źĭc�ƅ

ƔƋ s�ËlɗǓƅ¶Â<ĭɎŹĭø�ƅ ŭW�ĺ¿ĺěäɒƬƚƨǘƛǄƵǁƷƵǁ ùɓɕ61ª·Ĵ|ƅ �
íNú(ĩɒę ƐçɓɕƏƍƎƖƋƎƍƋƐƎɗƑƐƑƊƑƐƔƅ ª·Ĵ|Ďƅ

ƕƋ s�ËlɗÌKùDğĹǾȌȏĺ¿ɂȮɊǣȍȆǳŭW�<ĭø�ǽȍȂǾŹĭĺ¿ǿù�
ɝŸùȵɏȥɃɏùǣȍĝéČ>�ø�ȅǺɝɕª·ÌēAw�ŷňƋƅƏƍƏƍƊƏƗƔƏƇƎƎƈƘƎƖƊƏƕƅ

ƖƋ s�Ëlɗġōƅ Ǝ ėƅ ĺěņþ�wǻȀƅ ƅ ƚƅ ĺěņþ�wɒƜƮƬɓǻȀɕĺěņþ�wɒƜƮƬɓ
ȭȝȦȯǌĭěņþǾǣǣȑȏǯȄǹǿȦȩȬȸǿǳȈǾǌɕƏƍƎƖƋƓƋƒƗƎƊƒƅ ĺěņþ�wŉe

ÇÅƅ

ƎƍƋ s�Ëlɗ}¦ɕ�ĬŹĭýǾiǯȏĺě/æãļǿȜȕȰɈȕɍ ƏƍƎƖɕƏƍƎƖƋƔƋƑƗ�ƅ ª·A
�¨VĎƅ

ƎƎƋ ·ŮƀĦǘ:őqĉaǘkÒ��ǘ�ĜCaǘs�Ëlɗ¯ŚǿȵɏȥɃɏù�Ī ƐƑ "ǿ�
ĬŹĭŔŻÕÃ¾ǿÃńɕŹĭc ƏƍƎƖɘƐƍɒƐɓɗƏƖƒƊƏƖƕƅ

ƎƏƋ {uŵɗƐɕKļ³ǾǢǩȏîìÃ¾ǿfųɔƐɓĺěǿKļ³ŔŻÕÃ¾ɔɒƐɓ�ĬŹĭýɕ
ƦƵƴƹƳƱƼƅƬƵƳƸƿƾƿƼƿƷǈƅƑƔƗƎƑƒƐƊƎƑƒƖƉƏƍƎƖƅ
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ƎƐƋ bƅ Ćǘ{uŵǘ �u��ɗǚ�ĬŹĭýǾiǯȏĺě/æãļǿȜȕȰɈȕɍ ƏƍƎƖǛ	
ť3Ðþú"ǾůǯȏŝĿɕŹĭcƅ ƐƎƘƐƖƊƑƐƉƏƍƏƍƅ

ƎƑƋ {uŵɗƐ ėȘȡɏǾȌȏÃ¾��ɔƍƒ �ĬŹĭýǿŇ#Ɏņ§ǾǷǟǹɕÆÞ�ĬŹĭȘ
ȡɏɔ»mƅ ÏĢɔº�ɔƏƍƏƍɔª·A�¨VĎɔǀǀƎƒƕƊƎƔƔƅ

ƎƒƋ {uŵɗǜǚ�ĬŹĭýǾiǯȏĺě/æãļǿȜȕȰɈȕɍ ƏƍƎƖǛ	ť3Ðþú"Ǿůǯȏ
ŝĿǝÿĻǾhǱǹɕŹĭc� ƧƵǆǂƅƥƵǃǃƵǁƅ ƎƒƘƎƐƉƏƍƏƍƅ

ƅ

ƎƓƋ {uŵɗĺěZēZ¹ǾǢǩȏȇǧȆņþƅ ɉɍȶÙįǴǩǤȇǧȆǮȊǽǟƆƅ ƩƞƩƚƪƫƅ
ƎƓƑƘƎƊƕƉƏƍƏƍƅ

ƎƔƋ {uŵɗĺěǿJAǤ¤ǡȏ¯ƂǿÐǭ©ƅ �ĬŹĭýƋº�ɔƏƍƏƍɔȾȝȴ2çƅ

 
 

Ǘŏàƅ

�� ƬƱƻƵƸƹǂƱƅƢǆƱƹƗƅƪƵƳƵƾǃƅƱƴǅƱƾƳƵǂƅƿƶƅƛǄƵǁƷƵǁǍǂƅƴƹǂƵƱǂƵƅƱƾƴƅƚƫƨƅǂǃǄƴƹƵǂƅƱǂǂƿƳƹƱǃƵƴƅǆƹǃƸƅǃƸƵƅ
ǀƵǁƹƿƴƿƾǃƱƼƅƲƱƳǃƵǁƵƽƹƱƋƅƬƸƵƅƎƓǃƸƅƫƸƱƾƷƸƱƹƊƬƿƻǈƿƅƚƾƷƹƿƼƿƷǈƅƪƵǂƵƱǁƳƸƅƫǈƽǀƿǂƹǄƽƅƇƚƬƚƪƫƈƅ

ƏƍƎƖƋƎƏƋƔƅƫƸƱƾƷƸƱƹƅƜƸƹƾƱƅ

�� {uŵɗ�ĬŹĭý¯¨Ðþƅ ŖǿǷȎǘȇǧȆǘǴȏǬǘûȆǿDPȀɕ²ªțɊȫɃɏȧ
ɍȩɏŏàɔ¨gɔƏƍƎƖƋƎƎƋƏƐƅ

�� {uŵɗ�ĬŹĭýǿņ§ǻÐþǌÊǭǟ�ļť�ǿǳȈǾǌɕ?@Aw�cļŏà�ɔ
êaɔƏƍƎƖƋƎƏƋƐƅ

�� {uŵɗ�ĬŹĭýǾiǯȏ	ť3ÐþǾůǭǹɕęƏOƞƥƭƦƏƍƏƍƅƯƞƛƢƧƚƪɔȚɍɈȕɍɔ
ƏƍƏƍƋƔƋƎƍƅ

�� {uŵɗƦǈƅƶƹǁǂǃƅƵǇǀƵǁƹƵƾƳƵƅƿƶƅƜƚƜƅǃǁƵƱǃƽƵƾǃƅƿƾƅƣƱǀƱƾƵǂƵƅǀƱǃƹƵƾǃǂɕɈɍȫɆɍȧȿȱɏƎɔę
Ƒƍ Oª·Źĭc�ġ�ɔȚɍɈȕɍɔƏƍƏƍƋƖƋƎƔƅ

�� {uŵɗǢķȞɉ×ɐ�ĬŹĭýĺě/W¿ļɕƦƵƴǃǁƿƾƹƳƅƵƾƴƿƮƵƾƿǄǂƅę�OȖȗȹȧȿȱ
ɏɔȚɍɈȕɍɔƏƍƏƍƋƖƋƏƒƅ

	� {uŵɗǫǫǣȍ_ȈȏɐŹĭýÐþǿUčǻ�ǘǲǭǹµ¹ɕƦƵƴǃǁƿƾƹƳƅƵƾƴƿƮƵƾƿǄǂƅę�
OȖȗȹȧȿȱɏɔȚɍɈȕɍɔƏƍƏƍƋƎƍƋƏƖƅ


� ÀD��ɗ�ĬŹĭýǾiǯȏȤȓȴȓȞɉɋɏȯĺě/ŭWļƋƅ ŏàɔę Ǝƕ Oĺě/ƅæã
ļċ'�ɔĒðɔƏƍƏƍƋƍƖƋƎƔƅ

�� ƏƋÀD��ɗ�ĬĽSŹĭø�Ɗ¯¨ǿĺě/ÐþǻŁşǱǽǟĽSŹĭĺ¿úƊƋƅ ɈɍȫɆ
ɍȧȿȱǔɔęƅ ƒ Oę ƒOº?ŹĭȸșɏɈɀcļŶ�ɔĂrɔƏƍƏƍƋƎƍƋƎƍƅ

ƅ

ƅ

Ǘc�ÿĽƅ
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�� kÒ��ǘ·ŮƀĦǘ�ĜCaǘÈâ)�ǘs�Ëlɗŀ±àŽ Əƅ ,]öxɎƁă/ǠǶßú
(ĩƅ ƪƨƊƏƊƐƅ Ɓă/ƃßú(ĩǾiǭǹȡȕɊW¿ļȒĻǶǳ Ɩ"ǻ�ĬŹĭýǻǿů$ǿ

Ãńɕę Ƒƍ Oª·Źĭc�ġ�ƅ ƏƍƏƍƋƖƊƎƔƊƎƕƅ ƿƾƅǃƸƵƅǆƵƲƅ

�� ·ŮƀĦǘ:őqĉaǘ�ĜCaǘkÒ��ǘs�Ëlɗ�ĶàŽ ƎƖƅ ŔŻÕÃ¾Ɏǲǿ�ƅ
ƨƊƎƖƊƎƅ �İűn�ǿÛŧŹĭĺ¿úǻĲĖŹĭ���ŁǻǿůŢ�ǾǷǟǹɕę Ƒƍ Oª

·Źĭc�ġ�ƅ ƏƍƏƍƋƖƊƎƔƊƎƕƅ ƿƾƅǃƸƵƅǆƵƲƅ

�� �ĜCaǘkÒ��ǘ·ŮƀĦǘ:őqĉaǘs�ËlɗȽȦȩɏƒƖƅ Źĭø�ɒǲǿ�ɓƎƅ
ƩƒƖƊƑƅ ƮƵƾƿǄǂƅƱƾƵǄǁǈǂƽģĤļǿƏú"ɕęƑƔOª·ĺěZēc�cļġ�ƅ ƏƍƎƖƋƒƋƏƏƊƏƑƅ

JEovƅ �ĉąƅ

�� kÒ��ǘ�ĜCaǘÈâ)�ǘ·ŮƀĦǘs�ËlɗƪƨƊƎƖƊƎƅ �ēǾǢǩȏĲĖŧ
ǁƵǃƹƳǄƼƱǁƅǃǈǀƵ ǿ�ĬŹĭýǾiǯȏÐþ�õɕę ƐƖ Oª·Źĭc�ġ�ƅ ƏƍƎƖƋƔƋƑƊƒƅ JE

ovƅ �ĉąƅ

�� ÀD��ɔ{uŵɔ�ďaɗźQɒȨȖɊɓ£ØŅǌƏÓ ƐªɎŎǿȀǵȆǷÐþǌɕę ƕO
ƞƥƭƦɔº�ɔƏƍƎƖƋƎƎƋƐƅ

�� �uB aɔôqĨĔɔĸ´ƅ zɔ�ďaɔÀD��ɔ{uŵɗ�ĬŹĭýǾiǯȏĺě/
æãļļ�ǿǫȇȍśȎǿÃńǌę ƏVǌɕę ƑOůºñ&ŕ ƮƵƾƿǄǂƅƟƿǁǄƽƉƅº�Ɖƅ

ƏƍƎƖƋƎƏƋƕƅ

	� {uŵɔÀD��ɔ�ďaɗ�ĬŹĭýǾiǯȏĺě/ÐþǻǲǿĐ�ǾůǭǹɕęƒƍOª
·�ĳĺěZēc�ġ�ɔȶȳɊȮȔȦțȬȤɆɍ ƎɔȚɍɈȕɍɒđtɓɔƏƍƏƍƋƕƋƎƔƊƐƎƅ


� {uŵɗǚ�ĬŹĭýǿĺě/æãļǿȜȕȰɈȕɍ ƏƍƎƖǛ	ť3Ðþú"ǾůǯȏŝĿǾ
ůǭǹɕè6�òǚ�ĬŹĭýÐþǿëÑǻLŽåǛɔę Ƒƍ Oª·Źĭc�ġ�ɔȚɍɈȕɍ

ɒĒðɓɔƏƍƏƍƋƖƋƎƔƅ

�� {uŵɗ�ĬŹĭýǾiǯȏȤȓȴȓȞɉɋɏȯĞ�ć¸ǾȌȏĺě/ÐþǿȜȕȰɈȕɍɕè
6�òǚ�ĬŹĭýÐþǿëÑǻLŽåǛɔę Ƒƍ Oª·Źĭc�ġ�ɔȚɍɈȕɍɒĒðɓɔ

ƏƍƏƍƋƖƋƎƔƅ

��� ÀD��ɔ{uŵɔ�ďaɗ�ĬŹĭýǾiǯȏȤȓȴȓȞɉɋɏȯȒïǟǳĺě/ŭWļǿ
Ċ³�ĥɕę Ƒƍ Oª·Źĭc�ġ�ƉƅȚɍɈȕɍɒĒðɓƉƅƏƍƏƍƋƖƋƎƔƅ

��� ÀD��ǘ{uŵǘ�ľaɗŸÐ�Źĭ�áüǿÐþǘę Ƒƍ Oª·Źĭc�ġ�ƅ ȶȳɊ
ȮȔȦțȬȤɆɍ ƏǘĒðǘƏƍƏƍƋƍƖƋƎƔƅ

��� �uB aɔĸ´ƅ zɔôqĨĔɔ�ďaɔÀD��ɔ{uŵɗĺě/Ðþ�ǿ��ȦȯȬȝ
ɍȟƏũpǥǾȌȏRŜþÔǌÎ÷iĚǻ��ǿŋŽǌɕęƑƍOª·Źĭc�ġ�ƉƅȚɍɈȕ

ɍɒĒðɓƉƅƏƍƏƍƋƖƋƎƕƅ

��� �ďaɔÀD��ɔ{uŵɗ�STŹĭýǾǢǩȏ*½ŹĭýǾiǯȏɋɏȣɏæãļǿ
ÃńɕȤɍȽȥȖɀ Ɛǚ�ĬŹĭýÐþƗĺě/æãļǿť�ǻűóǛɔę ƑƍOª·Źĭc�ġ

�ƉƅȚɍɈȕɍɒĒðɓƉƅƏƍƏƍƋƍƖƋƎƔƅ

��� {uŵɔÀD��ɔ�ďaɗ�ĬŹĭýǿťÊÐþƅ �ĬŹĭýǾiǯȏťÊǽÐþǻ
Ȁəƅ ę ƓƎOª·ĭěc�ġ�ɔȶȳɊȮȔȦțȬȤɆɍ ƒǚ�ĬŹĭýǿťÊÐþǛɔȚɍɈȕ

ɍɒ�FɓɔƏƍƏƍƋƎƍƋƎƑƅ
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��� {uŵɔÀD��ɔ�ďaɗ�ĬŹĭýǾiǯȏȤȓȴȓȞɉɋɏȯĞ�ć¸ǾȌȏĺě/Ð
þǿ5³Ðþ�ĥƋƅ ę ƓƎ Oª·ĭěc�ġ�ɔȚɍɈȕɍɒ�FɓɔƏƍƏƍƋƎƍƋƎƐ�ƎƎƋƎƐɒȓɏ

țȕȹŨ&ɓƅ

��� -r«�Ɖƅ»D�ƉƅÀD��Ɖƅ�uŵɗ�ŲǾǢǩȏ��³ǘ��³ÛŧŹĭĺ¿úǾi
ǯȏÐþ©ŪǾǷǟǹƋƅę Ƒƍ Oª·Źĭc�ġ�ƉƅĒðƉƅƏƍƏƍƋƖƋƎƔƅ

ƅ

ƅ

Ǘ~ŬɎȡɁɍȭɏȩɏƅ

�� {uŵɗ�ĬŹĭýÐþǾǢǩȏƜƨƮƢƝƊƎƖǿ�żǻ��ǿņþɕH�ɔęƎOƞƥƭƦƏƍƏƍƅ
ƯƞƛƢƧƚƪɔȚɍɈȕɍɔƏƍƎƖƋƓƋƏƓƅ

�� {uŵɗƞƬƚȜȕȰɈȕɍ ƏƍƎƖȹɈȬȤɄȓȬȺȧȿȱɏɕH�ɔęƏOƞƥƭƦƏƍƏƍƅƯƞƛƢƧƚƪɔ
ȚɍɈȕɍɔƏƍƏƍƋƔƋƎƍƅ

�� {uŵɗ�ĬŹĭýƅ ǋƅú"ǾȌȏ¯ťǽÐþȮȵȕȦŦ�ɕH�ɔę ƐO ƞƥƭƦƏƍƏƍƅ
ƯƞƛƢƧƚƪɔȚɍɈȕɍɔƏƍƏƍƋƔƋƏƏƅ

�� {uŵɗŹĭȘȡɏȒĕȈȏǅƿƼƋƎɗŹĭȘȡɏȜȕȰɈȕɍɎª·ŔŻÕc�ǅǂª·Źĭc�ɕ
H�ɔę ƑO ƞƥƭƦƏƍƏƍƅƯƞƛƢƧƚƪɔȚɍɈȕɍɔƏƍƏƍƋƕƋƏƎƅ

�� {uŵɗȶȳɊȮȔȦțȬȤɆɍƏƅ ŸÐ�Źĭ�áüǿÐþɔH�ɔęƑƍOª·Źĭc�ġ
�ɔȚɍɈȕɍɒĒðɓɔƏƍƏƍƋƖƋƎƔƅ

�� {uŵɗɈɍȫɆɍȧȿȱɏƑɔH�ɔę Ƒƍ Oª·Źĭc�ġ�ɔȚɍɈȕɍɒĒðɓɔ
ƏƍƏƍƋƖƋƎƕƅ

	� {uŵɗŹĭȘȡɏȒĕȈȏ ǅƿƼƋƏɗǢǳǧǿŹĭȘȡɏɕH�ɔę ƒO ƞƥƭƦƏƍƏƍƅƯƞƛƢƧƚƪɔ
ȚɍɈȕɍɔƏƍƏƍƋƎƍƋƏƅ


� {uŵɗŹĭȘȡɏȒĕȈȏ ƮƿƼƋƅƐɗƅ ƝƮƬÃ¾ɕH�ɔę ƓO ƞƥƭƦƏƍƏƍƅƯƞƛƢƧƚƪɔȚɍɈ
ȕɍɔƏƍƏƍƋƎƍƋƏƔƅ

�� ƋÀD��ɗȽȦȩɏƒƐ Ã¾ƅ ņ§ƅ ĄŐƋƅ ~Ŭɔę Ƒƕ Oª·ĺěZēc�cļġ�ɔº�ɔ
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● ガイドライン

「下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術のガイドライン2019」 
不適切治療症例に関する追補

孟 真 1，広川 雅之 2，佐戸川弘之 3，八杉 巧 4，八巻 隆 5，伊藤 孝明 6， 
小野澤志郎 7，小畑 貴司 8，白杉 望 9，諸國眞太郎 10，菅野 範英 11，杉山 悟 12， 

保科 克行 13（日本静脈学会ガイドライン委員会）， 
小川 智弘 14（下肢静脈瘤血管内治療実施管理委員会）

●要 約： 血管内焼灼術（endovenous thermal ablation: ETA）の普及に伴い，部分的な伏在静脈弁不全のみ
の症例や弁不全のない正常静脈に対するETAなど，不適切な治療例が認められるようになった．適正なETA

の適応は「下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術のガイドライン2019」で示されているが，本ガイドライン追補
は，ETAを行うための基本的な手術適応と不適切治療症例の詳細を示すことを目的に作成された．

●索引用語： 下肢静脈瘤，血管内治療，血管内焼灼術，ガイドライン，不適切治療

静脈学2020; 31(1): 39–43

はじめに

2011年にわが国で下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術
（endovenous thermal ablation: ETA）が保険適用されて以
来，その低侵襲性からETAは広く普及し，現在では下
肢静脈瘤の外科治療の約9割がETAとなっている 1）．し
かし，ETAの普及によって多くの患者が恩恵を受ける

一方，うっ滞症状を引き起こさない部分的な伏在静脈弁
不全のみの症例に対するETA，そればかりか正常静脈
に対してまでETAを行っている事例が一部の医療機関
で認められるようになってきた．また，それらの医療機
関では疫学的に想定されている以上の両下肢同時治療
や，同一下肢への計画的な繰り返し治療も行われてい
る．このような状況に対して下肢静脈瘤血管内治療実施
管理委員会より，既に実施医，指導医に対して適正治療
の注意喚起が行われている．
日本静脈学会からも2019年にクリニカルクエスチョ
ンとエビデンスに基づいた推奨からなるガイドライ
ン「下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術のガイドライン
2019」（以下ETAガイドライン）2）が発刊され，適切な
ETAの適応が示されている．本ガイドラインではETA

の普及に伴って，前版で定義されていたETAの適応と
なるべき適切な静脈径や弁不全の範囲を自明のものとし
てあえて記載しなかった．しかし，前述のような不適切
な治療症例の増加，経験の浅い医師が本治療にもかかわ
るようになったことから，より基本的な手術適応を記載
した追補が，多くの臨床医と保険審査関連の医師より求
められた．以上の経緯から，本ガイドライン追補は適正
なETAを行うための基本的な手術適応と不適切治療症

1
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3 .周術期における生理検査の実際
3）血管の周術期超音波検査

（3）下肢静脈瘤

お茶の水血管外科クリニック 院長 広川雅之

●下肢静脈瘤の術前超音波検査では，まず深部静脈血栓症のスクリーニングを行ってから表在静
脈の検査を行う．

●表在静脈の検査では立位で伏在静脈の同定，静脈弁不全と逆流源の検索，静脈径の測定を行う．
●術中には助手として超音波プローブを操作し，短軸および長軸で静脈を描出し，状況に応じて
プローブの移動やデバイスと静脈を密着させるために静脈の圧迫を行う．

●術後は術後10日以内と1～6カ月以内の2回超音波検査を行い，血栓性合併症の有無，治療効
果の判定を行う．

●はじめに
下肢静脈瘤の外科治療には高位結紮術．スト
リッピング手術および血管内焼灼術(endove -
nous thermal ablation ; ETA)がある．以前はス
トリッピング手術が下肢静脈瘤の標準的治療で
あったが , 2 0 1 1年に血管内レーザー焼灼術
(endovenous laser ablation ; EVLA)が保険適用
となって以来，ストリッピング手術とETAの
施行数は逆転し，現在下肢静脈瘤の外科治療の

●術前検査
1）基本的事項

初診時における下肢静脈瘤の超音波検査で
は,①深部静脈血栓症(deep vein thrombosis ;
D V T )のスクリーニング ,②伏在静脈の検索
③静脈弁不全と逆流源の検索 ④静脈径の測
定,⑤他疾患との鑑別診断を行う．検査は立位
を基本とするが1,2)，患者が転倒する危険がある

90％以上がEIAとなっている. 2019年現在，
保険適応となっているE T八治療機器はレー
ザーを用いたEV L Aが5機穂高周波電流を用
いた高周波焼灼術(radiofreqency ablation ;
R FA )が1機種の計6機種となっている．本稿
では，現在の標準的治療であるETAの周術期
超音波検査について解説する．

ため，手すりや検査用の椅子を用いるなど，必
ず転倒予防策を講じなければいけない（図1-
a ) .脳血管障害や加齢などにより立位保持が困
難であったり，迷走神経反射の既往や緊張が強
い患者では，座位で検査を行う（図1 -b) .まれ
に，転倒をおそれて臥位で検査を行っている施
設があるが，これは明らかな間違いである．
検査は伏在静脈系を中心に，常に一定の順番

VoZ. 47 No．13 (2019 ･臨時増刊)MEajcaZ T世cん瓦oZOaj 1 4 5 3
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A b s t r a c t 近年，むくみの原因としてエコノミークラス症候群や下肢静脈瘤がマスコミに取り上げら
れ，多くの患者がむくみを主訴に血管外科外来を受診するようになっている血管外科外来のむくみの診
療は，むくみの原因となる疾患を見逃さないことが重要である．！|曼性静脈不全症のむくみは静脈還流障害
による静脈高血圧によって起こる．’|曼性静脈不全症に含まれる代表的な疾患は，下肢静脈瘤，深部静脈血
栓症，血栓後遺症，血管奇形であり，問診，視診，触診および静脈エコーによって診断される．静脈性の
むくみの治療では、必̅ずしも"むくみを治療しなければならないわけではない"ということを念頭に置き，
患者自身の希望とライフスタイルに合わせて様々な方法を組み合わせて治療を行う．むくみを放置して
も生命予後には関係がない．治療は圧迫療法を星本として，下肢静脈瘤に対しては低侵襄な血管内焼灼術
が標準術式となっているが｜むくみを訴えるが下肢静脈瘤を有しない患者に治療を行ってはならない．

近年 むくみの原因としてエコノミークラス症
候群や下肢静脈瘤がマスコミに取り上げられ，多
くの患者がむくみを主訴にlⅢ管外科外来を受診す
るようになっている．下肢の病的なむくみの原因
は静脈疾患による場合が妓も多いが，それ以上に
生活習慣や加齢などによる生理的なむくみの方が
はるかに多い．また，少数例ではあるがリンパ浮
腫や甲状腺疾患，心不全，腎不全や進行癌，さら
に降圧剤等による薬剤性むくみ。あるいはこれら
が複数組み合わさっている場合もある．血管外科
外来においては，静脈疾患によるむくみかどうか
を鑑別診断し，むくみの原因となる疾患を見逃さ
ないことが最も重要である．そのためには，まず，
静脈疾患の摘態生理を理解しておかなければいけ
ない．本稿では血管外科外来におけるむくみの診

* Masayuki HIROKAWA,〒l O l-0062 東京都千
代田区神田駿 i p I 台 2 - 1 - 4 ヒルクレスト御茶ノ
水5階 お茶の水血管外科クリニック，院長

療について解説する．

静 脈 疾 患 の 病 態 生 理

末梢1mが静脈を通って心臓に還流することを静
脈還流と言う．静脈還流が何らかの原因で障害さ
れて静脈高血圧が起こり，むくみや皮層障害など
様々な症状を呈する．この静脈還流障害による病
態を慢性静脈不全症(chron ic venous insuffi-
cienCy ; CVI)と呼び，唾l際的にCEAP分類によっ
てその病態が分類されている' )．むくみを起こす
代表的な静脈疾患である下肢静脈瘤や深部静脈血
栓症(deep vein thrombosis ; DVT)もCVIに含ま
れる．

1 . 静 脈 還 流
下肢の静脈還流は ,①呼吸による吸引，②流入

動脈血による押しkげ ,③筋ポンプ作川。④重力
によって促進され，静脈弁によって制御されてい
る2)．特に重要なのが静脈弁で，静脈弁は静脈血
を一方向に流して血液の逆流を防l lえし，表在静
脈，深部静脈 筋静脈および穿通枝に存在する．

I

は じ め に

國価
◆特集／むくみ診療のONETEAM-静脈？リンパ？肥満？一

血管外科外来におけるむくみ診療
-リンパ浮腫だけがむくみじゃない1-

広 川 雅 之 窯

Key Words：血管外科(vascularsurgel.y)，むくみ(edema)，下肢静脈掴(varlc（
thrombosis)，慢性静脈不全症(chronlcvenouslnsufficiency） 識灘驚

;|瀞脈lⅢ柁症(deepvelne V e l n S ノ． i 朱 i



カラダづくり「女性に多い下肢静脈瘤」．日本経済新聞，NIKKEIプラス1，2019.11.30
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1）））はじめに
筆者らは下肢静脈瘤の診療を専門とするクリニックにおいて静脈疾患の
検査に特化したバスキュラーラボを備え，年間1万件以上の静脈エコーと
1,500件以上の血管内焼灼術（endovenous thermal ablation；ETA）を
行っている。本項では，下肢静脈瘤外来における下肢静脈瘤のエコー診断・
評価，ETAにおけるエコーについて述べる。

2）））下肢静脈瘤外来のエコー
1）─ 手順

下肢静脈瘤外来のバスキュラーラボでは，まず検査技師が受診の目的や主
訴，既往歴などの問診を行いながらエコーを行う。患者と会話を行うことに
よって患者の緊張を緩和し，エコーを行う際に必要な情報を得て効率的で見
落としのない検査ができる。
検査は基本的に立位で行うが，高齢者や緊張の強い患者では坐位で行う。
後述するように，まず深部静脈血栓症（deep vein thrombosis；DVT）の
検索を行い，次に表在静脈の検査を行う。検査は必ず決められた順番通りに
行い，患者の主訴や肉眼的に観察できる静脈瘤にとらわれない。通常は背側
の小伏在静脈（small saphenous vein；SSV）系から検査を始め，次に大伏
在静脈（great saphenous vein；GSV）系の検査を行う（図1）。慣れれば
両脚の検査に要する時間は約15分である。

下肢静脈瘤の評価・診断について
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3章 ─ エコーによる検査手技

出典表記の無い図表・画像
におきまして，万一，他の
書籍・論文等より引用して
いるもの（ご自身の書籍・
論文等を含む）がございま
したら，大変お手数ですが，
出典の情報と該当ページの
コピー（写メでも結構です）
をお送りください。
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『「下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術のガイドライン

2019」不適切治療症例に関する追補』（以下，本ガイドラ

イン追補）は，本来作成される必要はなかった．なぜな

らば，医師に対して “ 正常な人に治療を行ってはならな

い ” と，わざわざ述べる必要はないからである．それに

もかかわらず本ガイドライン追補が作成されたのは，近

年，あまりにも多くの下肢静脈瘤に対する不適切治療が

行われるようになっているためである．不適切治療を行っ

ている医師の多くは，美容外科医あるいは美容外科に携

わってきた医師達である．彼らの目的は“金 ”のみであり，

そこには医師の倫理観はない．おそらく彼らは本ガイド

ライン追補に従うことはないであろう．しかし，不適切

治療を行う医師を断罪し，不適切治療を防ぐためには，

まず不適切症例とは何かをきちんと定義する必要がある．

本ガイドライン追補はそのために作成された．

本ガイドライン追補で不適切症例と定義されたのは，

①正常静脈（弁不全を認めない伏在静脈），②弁不全を認

めない静脈径拡張例，③部分的な伏在静脈の弁不全，④

うっ滞症状がない一次性下肢静脈瘤，⑤将来の静脈瘤悪

化や肺血栓塞栓症予防目的，の 5つである．①～③では，

血管内焼灼術の適応を決定するにあたって，弁不全の有

無および範囲が重要であり，超音波検査による詳細な診

断が行われていることが必須となる．④のうっ滞症状は，

それが下肢静脈瘤に起因しているかどうかを厳密に評価

する必要がある．⑤に関しては下肢静脈瘤の進行や肺血

栓塞栓症予防目的に血管内焼灼術を行うべきではないと

明確に述べられている．

不適切治療の蔓延は，令和 2年の診療報酬改訂にも影

響を与えており，血管内焼灼術の診療報酬は大幅に減額

され，血管内焼灼術の算定要件として「関連学会が示し

ているガイドラインを踏まえ適切に行うこと」の 1文が

追加された．もちろん，ガイドラインとは「下肢静脈瘤

に対する血管内焼灼術のガイドライン 2019」のことを指

す．今後は，ガイドラインに則って厳密な保険算定が行

われるようになる．本ガイドライン追補は，他領域のみ

ならず国際的にも前例の少ない不適切治療に関するガイ

ドラインである．本ガイドライン追補をきっかけにして

不適切治療に関する議論が高まり，適切な医療が行われ

るようになることを切に希望する．

ガイドライン委員会報告

『「下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術のガイドライン 2019」 
不適切治療症例に関する追補』発行に寄せて

ガイドライン委員会　委員長

広川雅之
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